
低所得の子育て世帯の皆さんに低所得の子育て世帯の皆さんに AB 子ども育成課☎︎823-9482病児保育をご利用ください病児保育をご利用ください

施設名 住所 電話番号 定員 開設日時

細木病院
キューピットハウス 大膳町37 ☎︎822-7211

（病院代表） 6人

月〜土曜日
8時〜18時

三愛病院
愛あいルーム 一宮西町1-7-25 ☎︎845-5291

（病院代表） 6人

うららか保育園
ラベンダー 春野町南ケ丘1-9-1 ☎︎805-2828

（保育園代表） 3人

もみのき病院
もみくんち

本宮町101-1
（デイサービスセンターこだま2階）

☎︎849-2184
（直通） 6人

〈病児対応型・病後児対応型〉

宮前保育園
病後児保育室 ぱんぷきん 宮前町139-2

☎︎824-0128
（直通）

6人 月〜金曜日
8時〜18時

〈病後児対応型〉 ※医療機関で病後児と診断されたお子さんのみ

お子さんが病気にかかったとき、「仕事を休めない…」という
状況になったことはありませんか。病児保育は、病中または
病気回復期のお子さん（病後児）を、保護者に代わって施設
で保育士や看護師等が医師と連携して一時的にお預かりする
ものです。

病児保育とは 利用方法

▶対象
保育所等に在籍している、
または小学3年生までのお子さん

▶事前登録
年度（7月〜翌年6月）ごとに毎年登録申請が必要です（施設利
用時に登録することもできます）。登録・利用の申請用紙は、
子ども育成課、下の各施設、市内小児科・保育所
等で配布しています。まずは、子ども育成課また
は下の各施設に登録申請書を提出してください。

▶利用料金
１日2,000円（減免あり・食費別途）
※��高知市に転入した方は前住所地での課税（非課税）証明書が
必要となる場合があります。詳しくはお問い合わせください。

指定管理者を募集します指定管理者を募集します

市が所有する、駐車場およびスポーツ施設の指定管理者を募集
します。公募説明会の場所等、詳しくはお問い合わせください。

AB

スポーツ施設についてはスポーツ振興課 ☎︎823-2630
駐車場については都市建設総務課 ☎︎823-9216、

B 子育て世帯特別給付金窓口 ☎︎821-6515
（受付時間は月〜金曜日8時半〜17時15分）給付金のお知らせです給付金のお知らせです

駐車場（7施設）
▶募集対象 中島町駐車場、中央公園地下駐車場、県庁前

通り地下駐車場、鏡小浜堂メン駐車場、鏡小
浜ニカキヤマ駐車場、高知駅北口駐車場、南
御座駐車場

▶募集要項 7月11日㈪〜22日㈮に都市建設総務課（本庁
舎5階）で配布。都市建設総務課
HPからもダウンロードできます
（7月11日㈪公開予定）。

▶公募説明会 7月25日㈪�※参加必須

スポーツ施設（5施設）
▶募集対象 市総合運動場、 東部総合運動場、

針木運動公園、 城ノ平運動公園、
土佐山運動広場

▶募集要項 7月25日㈪〜8月10日㈬にスポーツ振興課（た
かじょう庁舎5階）で配布。スポー
ツ振興課HPからもダウンロードで
きます（7月25日㈪公開予定）。

▶公募説明会 8月22日㈪〜24日㈬�※参加必須

▶ 申請が必要な方の要件等は、子育て給付課HP
をご覧いただくか、お問い合わせください。

A 申込先　B 詳細の問い合わせ先 料金の表示のないものは無料です
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パブリックコメント高知市市民意見提出制度

▶高知みらい科学館中期計画（令和5〜9年度）

　計画案の配布…7月1日㈮から
　提出期間…7月1日㈮〜8月2日㈫必着
　提出先…〒780-0842�追手筋2-1-1�オーテピア5階�
���������������高知みらい科学館
���������������☎︎823-7767、FAX824-8224

kc-201005@city.kochi.lg.jp

▶ 高知市公衆浴場における配置及び衛生措置等の基準に関す
る条例（改正案）および高知市旅館業法施行条例（改正案）

　条例案の配布…7月11日㈪から
　提出期間…7月11日㈪〜8月10日㈬必着
　提出先…〒780-0850�丸ノ内1-7-45�
���������������総合あんしんセンター1階　生活食品課
���������������☎︎822-0588、FAX822-1880

kc-140300@city.kochi.lg.jp

【計画案などの配布場所】

各提出先のほか、情報公開・市民相談センター、
各地域の窓口センター、各ふれあいセンターで
　　　　公開・配布。市HPにも掲載。

皆さんのご意見を募集します皆さんのご意見を募集します

ご意見は日本語の文章で、住所・氏名・電話番号を明
記し、郵送・FAX・電子メール・窓口へ直接のいずれ
かで。口頭および電話は不可。書式の定めはありませ
ん。いただいたご意見は取りまとめの上、市HPで公表
します（氏名等は公表しません）。また、ご意見に対する
市の考え方や、修正を行った場合はその修正内容もお
知らせします。ただし、個々のご意見には直接回答しま
せん。詳しくは各提出先にお問い合わせください。

支給金額 児童1人当たり 5 万円

❶�令和4年4月分の児童扶養手当の支給を受ける方

5月下旬にお知らせ文書をお送りしました。

次の①または②に該当する方は申請不要です

7月上旬ごろにお知らせ文書をお送りします。

❷�令和4年4月分の児童手当または特別児童扶養手当の支給を
受ける方であって、令和4年度住民税均等割が非課税の方
（公務員を除く）

※�❶❷の両方に該当する場合でも、給付金を受け取れるのは
同一の児童につき原則として 1回限りです。

新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中
で、食費等の物価高騰等に直面する低所得の子育て世
帯に対し、臨時特別の措置として給付金を
支給するものです。左記の❶❷以外の方に
ついても、申請を行うことで給付金の対象
となることがあります。


